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慶
慮
義
塾
に
お
け
る
知
的
伝
統

神
戸
寅
次
郎
先
生
講
述
民
法
講
義
ノ

i
ト
に
つ
い
て

l
l義
塾
民
法
学
の
伝
統
と
そ
の
承
継
｜
｜

内

池

慶

四

郎

一
そ
の
刊
行
の
意
味

ニ
講
義
ノ
l
ト
の
背
景
と
そ
の
内
容

三
本
講
義
ノ
l
ト
の
特
色

四
講
義
の
内
容
ー
そ
の
学
風

五
具
体
的
論
点

六
さ
ら
に
具
体
的
論
点

そ
の
刊
行
の
意
味

こ
の
度
近
代
日
本
研
究
（
一
九
九
O
｜
七
）
の
資
料
と
し
て
、
「
神
戸
寅
次
郎
先
生
講
述
・
債
権
法
総
論
講
義
」
（
大
正
一
二
年
度
）

が
公
刊
さ
れ
た
。
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
講
義
は
、
本
塾
名
誉
教
授
津
田
利
治
先
生
が
、
学
部
一
年
生
当
時
（
大
正

一
二
年
i
一
九
二
三
）
ゴ
一
田
山
上
で
神
戸
寅
次
郎
先
生
の
な
さ
れ
た
民
法
の
講
義
を
聴
講
筆
記
さ
れ
た
ノ
l
ト
を
土
台
と
し
て
整
理
さ
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れ
、
さ
ら
に
津
田
先
生
御
自
身
の
質
疑
を
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
引
き
続
い
て
、
同
じ
く
津
田
ノ
l
ト
に
よ
る
神
戸
民

2 

法
講
義
・
債
権
法
各
論
・
民
法
総
則
の
公
刊
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
近
代
日
本
研
究
第
八
巻
、
法
学
研
究
第
六
五
巻
第
四
号
以
下
）
。

巷
間
民
法
の
新
し
い
教
科
書
・
体
系
書
・
注
釈
書
が
毎
年
続
々
と
発
行
さ
れ
て
応
接
の
暇
も
な
い
現
在
、

い
ま
さ
ら
何
故
に
神
戸

民
法
講
義
か
、
と
の
疑
問
も
あ
ろ
う
。
以
下
に
お
い
て
、
筆
者
の
考
え
て
い
る
神
戸
民
法
講
義
・
津
田
ノ
i
ト
の
現
在
的
意
義
を
記

す
こ
と
と
し
た
い
。

講
義
ノ

l
ト
の
背
景
と
そ
の
内
容

神
戸
先
生
は
、
明
治
二
五
年
に
義
塾
大
学
部
法
律
科
を
卒
業
後
た
だ
ち
に
専
任
教
員
と
し
て
義
塾
で
教
鞭
を
執
ら
れ
て
以
来
、
昭

和
一
四
年
在
職
中
に
逝
去
さ
れ
る
ま
で
の
四

O
数
年
の
学
究
生
活
の
大
部
分
を
、

ほ
ぼ
民
法
を
中
心
と
す
る
契
約
理
論
の
研
究
に
捧

げ
ら
れ
た
。
公
刊
さ
れ
た
著
作
と
し
て
は
、
有
名
な
「
契
約
総
則
」
や
「
契
約
解
除
論
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
各
種
専
門
誌
に
掲
載
さ

れ
た
伺
々
の
論
文
を
収
録
し
た
論
文
集
「
民
法
論
纂
」
な
ど
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
概
説
書
・
教
科
書
・
講
義
録
の
類
は
一
切
残
さ
れ

（

1
）
 

て
い
な
い
。
実
際
に
聴
講
さ
れ
た
諸
先
輩
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
先
生
の
講
義
は
も
っ
ぱ
ら
講
義
ノ
l
ト
に
よ
ら
れ
（
こ
の
神
戸
先
生
御

自
身
の
ノ
l
ト
も
残
念
な
が
ら
残
っ
て
い
な
い
て

ま
ず
主
要
な
部
分
の
書
き
取
り
を
学
生
に
命
じ
ら
れ
た
後
に
、
個
別
的
な
論
点
に
つ

（

2
）
 

い
て
具
体
的
に
説
明
を
加
え
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
津
田
先
生
の
筆
記
さ
れ
た
ノ
l
ト
に
お
い
て
は
、
本
文
と
注
記
と
い
う
形

で
こ
の
区
別
が
整
理
さ
れ
て
い
る

講
義
さ
れ
た
範
囲
に
つ
い
て
は
、
債
権
法
総
論
ノ
l
ト
が
第
一
章
「
債
権
ノ
性
質
」
か
ら
始
ま
っ
て
第
十
一
章
「
債
権
ノ
効
力
」
第

五
節
第
二
款
「
間
接
訴
権
」
ま
で
、
債
権
法
各
論
ノ

I
ト
が
第
一
章
「
契
約
」
第
一
節
「
契
約
ノ
意
義
」
か
ら
第
五
節
「
契
約
ノ
解
除
」



ま
で
、
民
法
総
論
ノ
l
ト
が
第
一
章
「
総
論
」
か
ら
第
六
章
「
物
」
ま
で
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
未
完
結
の
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。

分
量
の
う
え
で
は
、
債
権
総
論
、
各
論
に
対
し
て
民
法
総
論
が
倍
近
く
多
い
が
、
こ
れ
は
当
時
の
授
業
時
間
の
配
分
が
、
債
権
総

論
・
各
論
に
つ
い
て
週
一
駒
一
時
間
（
大
学
時
間
H

一二

O
分）

に
対
し
て
、
民
法
総
論
に
つ
い
て
は
週
一
駒
半
（
一
八

O
分
）
と
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
津
田
先
生
が
受
講
せ
ら
れ
た
大
正
二
一
年
と
い
え
ば
、
例
の
関
東
大
震
災
の
あ
っ
た
年
に
あ
た
り
、
先
生
の

お
話
で
は
、
夏
休
み
以
降
年
内
の
講
義
は
不
可
能
な
状
況
で
あ
っ
た
由
で
あ
る
か
ら
、
神
戸
先
生
の
講
義
も
年
度
後
半
は
随
分
と
窮

屈
な
時
間
的
制
限
の
中
で
進
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
の
年
度
の
講
義
ノ
l
ト
と
比
較
し
て
み
て
、
講
義
の

進
度
に
大
差
が
な
い
こ
と
よ
り
し
て
、
神
戸
先
生
の
例
年
（
す
く
な
く
と
も
大
正
一
二
年
以
降
の
講
義
）
の
講
義
範
囲
は
大
体
こ
の
あ
た

お
そ
ら
く
こ
の
年
は
例
年
の
範
囲
近
く
ま
で
、
大
急
行
で
講
義
を
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

り
ま
で
で
、

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートにういて

（1
）
神
戸
先
生
の
年
譜
・
既
刊
の
著
作
に
つ
レ
て
は
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
・
上
下
・
昭
和
四
四
、
慶
臆
通
信
社
参
照
。

（2
）
津
田
先
生
の
原
ノ
！
卜
に
よ
る
と
、
神
戸
先
生
は
説
明
の
部
分
で
は
図
解
を
用
い
て
か
な
り
に
自
由
な
説
明
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。
津
田
先
生
は
、
こ
の
公
刊

ノ
ー
ト
に
お
い
て
、
神
戸
先
生
の
説
明
を
、
本
文
に
お
け
る
神
戸
先
生
の
文
体
・
表
現
に
合
わ
し
て
、
そ
の
意
味
の
正
確
な
再
現
を
図
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な

お
津
田
先
生
が
附
加
さ
れ
た
「
質
疑
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
後
述
。

（3
）
神
戸
先
生
の
講
義
ノ
l
ト
と
し
て
は
、
筆
者
の
手
許
に
津
田
ノ

l
ト
の
ほ
か
、
麓
立
文
二
氏
（
故
人
・
大
正
九
年
卒
・
森
岡
敬
一
郎
名
誉
教
授
尊
父
）
お
よ
び

峯
村
光
郎
名
誉
教
授
（
故
人
・
昭
和
五
年
卒
）
お
二
人
の
学
生
時
代
の
筆
記
ノ
l
ト
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
御
本
人
や
御
遺
族
よ
り
・
神
戸
先
生
の
講
義
を
伺
う
機

会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
後
進
民
法
専
攻
者
で
あ
る
筆
者
に
御
恵
贈
賜
っ
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
先
輩
先
学
の
御
厚
情
に
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ

た
い
。
ち
な
み
に
董
立
ノ
l
ト
で
は
、
債
権
総
論
が
強
制
履
行
ま
で
、
債
権
各
論
が
売
主
担
保
責
任
ま
で
、
そ
し
て
民
法
総
論
が
時
効
総
則
ま
で
に
及
び
、
講
義

範
囲
が
最
も
広
い
反
面
、
説
明
が
簡
略
で
あ
る
。
峯
村
ノ
l
ト
は
、
債
権
総
論
が
間
接
訴
権
ま
で
、
債
権
各
論
が
贈
与
ま
で
、
民
法
総
論
が
無
効
・
取
消
ま
で
で
、

本
文
の
内
容
は
津
田
ノ
l
ト
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
。
お
そ
ら
く
は
年
度
に
よ
っ
て
神
戸
先
生
の
講
義
方
法
は
多
少
変
化
し
‘
説
明
が
詳
細
に
な
る
と
共
に
進
度
は
遅

れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
．
い
ず
れ
に
せ
よ
完
結
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
詩
論
の
内
容
に
つ
い
て
も
三
ノ
l
卜
に
よ
り
多
少
の
異
同
が
あ
っ

て
、
こ
の
こ
と
は
神
戸
先
生
ご
自
身
も
絶
え
ず
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
学
問
の
深
化
に
努
め
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
れ
ら
諸
ノ
1
ト
を
丹
念
に
つ
き
合
わ

せ
て
神
戸
学
説
の
生
成
を
た
ど
る
こ
と
は
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
今
後
の
課
題
と
し
た
レ
。

3 
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4 

本
講
義
ノ

l
ト
の
特
色

こ
の
講
義
ノ
l
ト
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
神
戸
先
生
の
授
業
は
、
そ
の
内
容
の
敏
密
さ
と
学
問
的
レ
ベ
ル
の
高
さ
に
お
い
て
、

古
品
V
』

と
に
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
筆
者
が
年
来
講
義
を
担
当
し
て
い
る
債
権
各
論
や
民
法
総
論
の
分
野
の
関
連
で
い
え
ば
、
契
約
成

立
要
件
と
し
て
の
意
思
表
示
の
合
致
と
か
契
約
の
効
力
と
し
て
の
同
時
履
行
抗
弁
権
の
特
殊
な
性
質
あ
る
い
は
相
手
か
ら
の
催
告
に

対
す
る
無
能
力
者
側
の
確
答
に
関
連
す
る
意
思
表
示
の
効
力
発
生
要
件
と
期
間
遵
守
の
問
題
な
ど
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
立
ち
入
っ
て
周

到
に
論
じ
て
い
る
文
献
は
、
現
在
ま
で
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
民
法
典
各
条
文
の
厳
密
な
解
釈
論
に
徹
し
な
が
ら
、

立
法
の
経
緯
や
独
仏
英
各
国
法
制
の
異
同
・
長
短
に
目
配
り
が
な
さ
れ
て
お
り
、
現
行
規
定
の
不
備
欠
陥
に
つ
い
て
の
厳
し
い
批
判

（
例
え
ば
危
険
負
担
に
つ
い
て
の
五
三
五
条
批
判
）
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。

」
の
講
義
が
な
さ
れ
た
大
正
一

0
年
代
と
い
え
ば

神
戸
先

生
の
代
表
的
著
作
と
さ
れ
る
契
約
総
則
（
注
釈
民
法
全
書
第
八
巻
・
大
正
四
年
刊
行
）
や
契
約
解
除
論
（
大
正
一

O
年
刊
行
）
が
既
に
公
刊

さ
れ
、
同
時
履
行
に
関
す
る
精
微
な
論
文
が
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
た
頃
で
あ
り
、
神
戸
先
生
の
学
問
の
円
熟
期
と
も
い
え
る
時

期
で
あ
る
が
、

い
か
に
旧
制
大
学
の
時
代
と
は
い
え
、
こ
の
講
義
内
容
の
密
度
と
レ
ベ
ル
の
高
さ
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
講

し
筆
記
し
た
当
時
の
学
生
こ
年
生
1

）
の
苦
難
奮
闘
は
想
像
に
難
く
な
い
。

世
に
講
義
録
・
講
義
案
（
教
科
書
や
概
説
書
の
多
く
も
こ
れ
に
属
す
る
）

の
類
は
多
い
。
詳
細
な
体
系
書
・
注
解
書
も
少
な
く
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
神
戸
先
生
民
法
講
義
は
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
独
特
な
性
格
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
講
義
さ
れ
た
神
戸
先
生
と
講
義
を
受
け
ら
れ
た
津
田
先
生
と
の
見
事
な
学
問
的
対
話
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

公
刊
さ
れ
て
い
る
多
く
の
講
義
録
や
講
義
案
は
、

そ
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
講
義
者
に
と
っ
て
の
講
義
の
た
め
の
台
本
、
手
控
え



に
近
い
も
の
で
あ
る
。
講
義
の
台
本
と
現
実
の
講
義
と
は
別
物
で
あ
る
。
現
実
の
な
ま
の
講
義
は
、
数
百
人
相
手
の
大
教
室
の
講
義

で
も
、
少
人
数
相
手
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
的
な
講
義
で
も
、

一
方
交
通
の
独
演
会
で
は
な
く
、
常
に
講
義
す
る
者
と
受
講
す
る
者
と
の
間

に
な
り
た
つ
知
的
精
神
の
対
話
・
交
流
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。
講
義
す
る
者
は
、
受
講
者
に
対
し
て
語
り
か
け
、
問

い
か
け
、
相
手
方
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
、
相
手
に
伝
え
よ
う
と
し
た
自
ら
の
思
考
を
吟
味
検
討
し
て
、
そ
の
内
容
を
更
に
展
開

し
て
行
く
。
自
分
の
講
義
内
容
が
、
こ
れ
を
聴
講
す
る
相
手
に
よ
っ
て
屡
々
大
き
く
左
右
さ
れ
る
こ
と
、
講
義
を
通
じ
て
自
分
の
思

考
が
触
発
さ
れ
、
更
に
展
開
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
あ
る
い
は
自
説
の
誤
謬
に
気
が
つ
く
こ
と
な
ど
は
、
誰
し
も
体
験
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
筆
者
自
身
か
つ
て
ラ
ジ
オ
講
座
で
法
学
の
講
義
を
担
当
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
無
人
の
ス
タ
ジ
オ
で
マ
イ
ク
相
手
に
語

る
こ
と
の
難
し
さ
と
無
意
味
さ
を
身
に
泌
み
て
感
じ
た
も
の
で
あ
る
。
近
頃
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
講
座
が
盛
ん
で
あ
り
、
録
音
テ
l

プ
や
ビ
デ
オ
に
と
っ
た
法
学
の
講
義
ま
で
市
販
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
が

」
れ
と
て
も
、
そ
の
場
に
臨
席
し
て
い
な
い
受
講
者
に
と

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートについて

い
わ
ば
目
で
聞
き
耳
で
読
む
講
義
録
で
し
か
な
い
。

い
か
に
詳
細
鍛
密
な
注
解
や
論
文
と
い
え
ど
も
、
具
体
現
実
の
対
話

つ
て
は
、

の
相
手
を
欠
く
と
い
う
意
味
で
は
、
講
義
を
補
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
講
義
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
津
田
先
生
は
こ
の
ノ
l
ト
に
お
い
て
、
神
戸
先
生
が
講
義
の
本
文
に
関
連
す
る
論
点
を
具
体
的
に
敷
約

せ
ら
れ
た
箇
所
を
、
注
記
と
い
う
形
で
整
理
記
述
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
他
の
神
戸
ノ
！
ト
と
比
較
対
照
し
て
み
て
も
極

め
て
正
確
忠
実
な
神
戸
学
説
の
再
現
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
が
神
戸
先
生
ご
自
身
の
語
調
・
文
体
そ
の
も
の
に
照
応
し
て
間
然
す
る

と
こ
ろ
が
な
い
の
に
は
、
恐
れ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。
教
え
る
神
戸
先
生
に
対
し
て
教
わ
る
津
田
先
生
の
尊
信
と
傾
倒
が
如
何
ば
か

（

1
）
 

と
の
感
慨
を
深
く
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

り
で
あ
っ
た
か
を
、
窺
う
に
た
り
ょ
う
。
教
え
も
教
え
た
り
、
習
い
も
習
っ
た
り
、

さ
ら
に
こ
の
講
義
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
津
田
先
生
が
随
所
に
附
加
せ
ら
れ
た
「
質
疑
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
津
田
先

生
は
、
本
ノ
l
ト
冒
頭
で
、
「
注
の
中
に

『
質
疑
』
と
あ
る
箇
所
は
、
後
日
の
質
問
で
先
生
の
意
見
を
確
か
め
得
た
る
又
は
得
ざ
り

5 
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し
問
題
点
で
あ
る
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
質
疑
」
は
、
単
な
る
確
認
の
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
津
田
先
生
ご
自
身
の
立

6 

場
よ
り
の
神
戸
学
説
の
敷
桁
・
展
開
そ
し
て
評
価
・
批
判
に
ま
で
至
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
神
戸
・
津
田
両
先
生
の
時
間
を
超

え
た
美
し
く
も
ま
た
見
事
な
学
問
的
対
話
の
進
行
が
あ
る
。
こ
の
注
記
と
質
疑
と
に
よ
っ
て
、
本
講
義
に
は
独
特
の
緊
張
し
た
臨
場

感
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
先
師
と
そ
の
高
弟
と
の
聞
に
交
わ
さ
れ
る
和
や
か
な
中
に
も
厳
し
い
議
論
を
、
講
悲
の
末
席
か
ら
怖
わ
ご

わ
拝
聴
し
て
い
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
の
は
、
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
本
ノ
l
ト
は
、
神
戸
1

津
旧
民
法
学
と
一
一
一
口
っ
て
よ
い
。
お

（

2
）

（

3
）
 

か
く
あ
り
た
い
と
思
う
。

よ
そ
学
問
の
承
継
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
、
人
は
こ
こ
に
見
る
で
あ
ろ
う
。
大
学
の
講
義
は
、

（

1
）
津
田
先
生
が
い
か
に
神
戸
講
義
の
正
確
な
再
現
に
努
め
て
お
ら
れ
る
か
は
、
例
え
ば
債
権
法
総
論
講
義
に
お
け
る
「
利
息
ノ
種
類
」
の
説
明
箇
所
で
、
筆
記
不

完
全
の
た
め
内
容
不
明
と
注
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
こ
れ
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

（

2
）
わ
が
国
の
民
法
学
で
は
稀
で
あ
る
が
、
例
え
ば
円
ロ
5
2
2
5
1
F各
自

gロ
BZSHuozq
の
教
科
書
と
か
∞

zzzmz，
。
。
吉
ぬ
の
注
釈
書
の
よ
う
に
、
一
つ

の
書
物
を
学
者
が
時
代
を
越
え
て
書
き
繋
ぐ
形
で
学
問
の
承
継
発
展
が
な
さ
れ
て
行
く
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
と
し
て
立
派
な
承
継
で
あ
る
が
、
こ
の
講
義
の

よ
う
な
形
で
学
聞
が
受
け
継
が
れ
て
行
く
こ
と
は
、
最
も
初
源
的
な
学
問
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

3
）
津
田
先
生
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
「
質
疑
」
の
論
点
は
、
受
講
し
た
学
生
聞
の
授
業
の
合
同
に
お
け
る
議
論
の
主
題
と
な
っ
た
も
の
が
多
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
、
神
戸
学
説
に
つ
い
て
の
筆
者
の
疑
問
に
つ
い
て
津
田
先
生
よ
り
お
答
を
頂
い
た
も
の
も
あ
る
こ
と
は
、
後
に
述
べ
る
。

四

講
義
の
内
容
ー
ー
そ
の
学
風
｜
｜

か
つ
て
大
正
期
よ
り
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
わ
が
同
の
法
解
釈
学
を
支
配
し
た
概
念
法
学
を
代
表
す
る
も

（

l
）
 

の
で
あ
る
と
、
長
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
し
、
今
で
も
そ
の
よ
う
な
理
解
が
広
く
流
布
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

神
戸
先
生
の
学
説
は
、

例
え
ば
西
本
辰
之
助
先
生
は
、
法
学
会
誌
に
ょ
せ
た
神
戸
教
授
追
悼
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
神
戸
教
授
の
学
問
上
の
立
場
は
最
後
ま
で
概
念
法
学
で
あ
っ
た
。
精
綴
な
る
理
論
の
構
成
は
概
念
法
学
の
特
質
で
あ
る
。
神
戸
教
授
の



著
で
あ
る
契
約
総
則
を
読
ん
で
も
其
他
の
論
文
を
読
ん
で
も
精
敏
透
徹
せ
る
理
論
は
ひ
し
ひ
し
と
吾
人
に
押
迫
っ
て
来
る
感
じ
が
あ
る
の

で
あ
る
。
（
中
略
〉
設
に
概
念
法
学
と
云
ふ
の
は
悪
い
意
味
で
用
ゐ
た
の
で
は
な
い
、
正
統
法
学
、
伝
統
的
法
学
な
る
語
を
用
ゐ
て
も
宜
し
い

の
で
あ
る
。
（
中
略
）
自
由
法
学
が
唱
へ
ら
れ
て
以
来
既
に
三
十
年
、
法
律
学
の
『
メ
ト
l
デ
』
が
混
乱
し
、
理
論
構
成
の
組
朱
と
な
る
傾

（

2
）
 

向
に
あ
る
今
日
、
神
戸
教
授
の
著
書
論
文
を
研
究
す
る
こ
と
に
依
っ
て
伝
統
的
法
学
の
理
論
構
成
に
接
す
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ら
う
」
。

「
概
念
法
学
」
と
は
、
用
い
る
人
に
よ
っ
て
、
か
な
り
に
意
味
の
幅
が
あ
る
言
葉
で
あ
る
。
西
本
先
生
も
こ
こ
で
は
、
「
悪
い
意
味
」

で
用
い
た
の
で
は
な
く
、
「
正
統
法
学
」
あ
る
い
は
「
伝
統
的
法
学
」
と
言
っ
て
も
よ
い
、

と
断
わ
っ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
一
般

に
概
念
法
学
と
い
え
ば
、
例
の
自
由
法
運
動
に
お
い
て
批
判
攻
撃
の
的
と
さ
れ
た
、
悪
し
き
伝
統
あ
る
い
は
誤
れ
る
法
解
釈
の
方
法

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
は
た
し
て
神
戸
学
説
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
概
念
法
学
な

論
と
し
て
、

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
こ
の
講
義
そ
の
も
の
か
ら
の
判
断
を
読
者
に
委
ね
る
他
は
な
い
が
、
筆
者
に
は
到
底
そ
う
は
思
わ
れ

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートについて

な
い
の
で
あ
る
。
神
戸
先
生
は
、

み
ず
か
ら
の
解
釈
方
法
を
、
方
法
論
と
し
て
拍
象
化
あ
る
い
は
体
系
化
し
た
形
で
は
語
っ
て
お
ら

れ
な
い
。
民
法
各
条
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
解
釈
と
そ
の
実
際
の
適
用
の
結
果
か
ら
、

見
の
思
考
方
法
を
推
測
す
る
他
は
な
い
。

そ
れ
に
先
行
し
た
は
ず
の
先
生
の
法
規
範
発

厳
密
な
法
概
念
の
確
定
と
精
鍛
極
ま
る
理
論
構
成
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
神
戸
学
説
の
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
か
つ
て
の
概
念
法

学
も
ま
た
、
概
念
の
厳
格
さ
と
理
論
構
成
の
精
徹
さ
と
を
競
い
合
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
法
学
が
科
学
で
あ
る
た
め
に

は
、
正
確
な
概
念
規
定
と
敏
密
な
論
理
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、

い
い
加
減
な
用
語
と
粗
雑
な
理
屈
で
科
学
上
の
作

業
が
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
問
題
は
そ
の
概
念
や
論
理
が
、
法
解
釈
H
法
発
見
H
の
う
え
で
如
何
な
る
役
割
あ
る
い
は
機
能
を
果
た

す
か
に
係
っ
て
い
る
。

か
つ
て
の
概
念
法
学
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
、
そ
の
概
念
や
論
理
構
成
が
精
微
厳
密
で
あ
る
か
ら
で
は

な
く
て
、
既
存
の
法
規
か
ら
抽
出
し
た
概
念
や
論
理
構
成
か
ら
直
接
に
新
た
な
法
規
範
を
導
き
出
し
た
結
果
と
し
て
、
法
規
の
立
法

7 
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趣
旨
を
正
確
に
捉
え
る
と
い
う
法
解
釈
の
使
命
と
限
界
を
見
失
う
反
面
、
解
釈
結
果
と
現
実
生
活
と
の
読
離
を
招
来
す
る
に
至
っ
た

8 

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
点
を
、
神
戸
学
説
に
見
い
だ
す
か
ど
う
か
が
、

そ
の
方
法
論
上
の
評
価
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

一
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
債
権
法
各
論
の
講
義
ノ
l
ト
に
は

「
契
約
ト
ハ
、

其
主
要
ナ
ル

数
個
の
意
思
表
示
ノ
合
致
ヲ
以
テ

組
成
分
子
ト
ス
ル
法
律
行
為
ヲ
謂
フ
」
と
の
定
義
が
本
文
に
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
注
記
と
し
て
「
此
定
義
ぺ
自
分
ガ
之
ヲ
完
成
ス
ル

ニ
約
二
年
余
り
苦
心
ヲ
重
ネ
タ
ル
成
果
ナ
リ
」
と
い
う
神
戸
先
生
の
述
懐
が
附
さ
れ
て
い
る
。
誰
も
が
常
識
的
に
用
い
て
い
る
一
つ

の
言
葉
の
定
義
づ
け
に
二
年
の
月
日
を
費
や
す
と
は
、
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
話
だ
が
、
先
生
の
こ
の
言
葉
は
何
を
意
味
し
て
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
こ
の
注
記
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
先
生
が
契
約
法
の
各
部
分
を
具
体
的
個
別
的
に
検
討
す
る
の
に
長
年
月
を
要
し
、

そ
の
後
に
漸
く
契
約
の
定
義
が
確
定
で
き
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

か
り
に
神
戸
学
説
が
世
に
謂
わ
れ
る
よ
う
に
概
念
法
学
で

あ
っ
た
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
概
念
が
い
か
に
周
到
綿
密
な
検
証
の
努
力
を
経
て
創
造
さ
れ
体
系
づ
け
ら
れ
た
か
を
思
え
ば
、
そ
こ

に
神
戸
学
説
に
独
特
の
理
論
の
強
固
さ
と
現
実
生
活
に
透
徹
す
る
実
用
性
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
、

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ

に
は
、
概
念
法
学
か
現
代
法
学
か
と
い
っ
た
方
法
論
上
の
対
立
を
超
え
て
、
学
問
的
心
熱
の
圧
力
あ
る
い
は
光
輝
と
い
う
質
の
問
題

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
ひ
し
ひ
し
と
吾
人
に
押
迫
っ
て
来
る
」
神
戸
学
説
の
重
さ
を
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
受

け
止
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（

1
）
神
戸
学
説
の
従
来
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
慶
臆
義
塾
百
年
史
別
巻
・
大
学
編
四
四
回
以
下
、
神
戸
寅
次
郎
著
作
集
解
題
等
参
照
。

（

2
）
法
学
会
誌
一
九
号
二
。

（

3
）
こ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
、
塾
内
の
民
法
専
攻
者
に
よ
る
神
戸
先
生
記
念
論
文
集
・
法
学
研
究
ゴ
一
八
巻
一
号
が
あ
る
が
、
神
戸
学
説
の
評
価
は
未
だ
定
ま
ら
ず

議
論
は
漸
く
始
ま
っ
た
段
階
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。



こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
稿
「
無
意
識
的
不
合
意
と
錯
誤
と
の
関
係
に
つ
い
て
｜
意
思
表
示
解
釈
の
原
理
を
め
ぐ
り
｜
」
・
法
研
三
人
・
一
・
一
八
七
、

「
神
戸
寅
次
郎
先
生
の
契
約
理
論
に
つ
い
て
」
・
慶
臆
法
学
会
ニ
ュ
ー
ス
一
九
号
一

O
等
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

五

具

体

的

論

占

前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
講
義
ノ
l
ト
に
は
、
類
書
に
見
ら
れ
な
い
個
々
の
論
点
に
つ
い
て
の
興
味
あ
る
日
記
述
が
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
先
生
御
自
身
の
従
来
の
著
書
・
論
文
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
重
要
な
部
分
が
あ
る
。

た
と
え
ば
精
般
を
極
め
た
注
釈
書

と
し
て
名
高
い
「
契
約
総
則
」
は
、
契
約
成
立
の
項
ま
で
で
未
完
に
終
わ
っ
た
著
作
で
あ
り
、
そ
の
後
に
単
行
論
文
と
し
て
書
か
れ

た
「
契
約
解
除
論
」
（
こ
れ
ま
た
難
解
を
極
め
る
著
作
と
し
て
定
評
が
あ
る
）
が
続
く
の
で
あ
る
が
、

そ
の
聞
を
繋
ぐ
筈
の
契
約
の
効
力
に

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートについて

関
す
る
部
分
は
、
こ
の
講
義
ノ
l
ト
（
債
権
各
論
）
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
そ
の
空
白
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
神
戸
先
生
が

そ
の
学
究
と
し
て
の
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
た
契
約
論
は
、
契
約
総
則
の
範
囲
に
お
い
て
、
こ
こ
に
漸
く
そ
の
全
貌
を
み
せ
る
に
至
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
う
ち
の
具
体
的
な
論
点
の
一
端
を
取
り
上
げ
て
、
神
戸
学
説
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

二
重
売
買
に
お
い
て
危
険
負
担
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
は
、
民
法
五
三
四
条
・
五
三
六
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
古
来
学
説
の

対
立
す
る
難
問
で
あ
り
、
現
在
も
決
着
の
つ
い
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
講
義
ノ
l
ト
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
例
へ
パ
甲
ガ
自
己
所
有
ノ
特
定
ノ
馬
ヲ
、
先
ヅ
乙
ニ
金
千
円
ニ
テ
売
却
シ
、
未
ダ
引
渡
ヲ
為
サ
ザ
ル
間
－
一
、
丙
ニ
モ
此
馬
ヲ
金
千
円
ニ

テ
売
却
シ
、
即
チ
二
重
ニ
売
買
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
、
此
馬
ガ
天
災
一
一
テ
死
亡
シ
、
履
行
不
能
ト
成
リ
タ
ル
ト
キ
、
若
シ
債
権
者
主

義
ノ
適
用
ア
リ
ト
セ
バ
、
債
権
者
ハ
馬
ノ
引
渡
ヲ
受
ケ
ザ
ル
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
代
金
ヲ
支
払
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
故
三
甲
ハ
乙
ニ
対
シ

テ
モ
丙
ニ
対
シ
テ
モ
、
各
々
金
千
円
宛
ノ
支
払
ヲ
請
求
シ
得
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
甲
ハ
二
重
売
買
ナ
ル
不
当
ノ
行
為
一
一
因
リ
千
円
ノ
馬
一
一
回

ヲ
失
ヒ
テ
、
却
ツ
テ
金
二
千
円
ヲ
獲
得
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
、
甲
ニ
金
千
円
ノ
利
得
ヲ
賓
ス
結
果
ト
ナ
ル
。
之
ハ
正
当
ナ
ル
結
果
ト
言
フ
ベ

9 
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カ
ラ
ズ
。
若
シ
此
場
合
一
一
債
務
者
主
義
ヲ
適
用
ス
レ
バ
、
債
務
者
甲
ガ
危
険
ヲ
負
担
シ
、
債
権
者
ノ
乙
モ
内
モ
代
金
支
払
ノ
債
務
ヲ
免
ル

ル
コ
ト
ト
ナ
ル
。
此
結
果
ハ
良
好
ナ
リ
。
（
中
略
）
此
場
合
一
一
ハ
債
権
者
主
義
ヲ
適
用
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
、
正
シ
ク

ハ
此
場
合
債
権
者
主
義
ノ
適
用
ナ
ク
、
寧
ロ
債
務
者
主
義
ノ
適
用
ア
リ
ト
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
即
チ
我
民
法
第
五
三
四
条
第
一
項
ニ
滅

牛
（
ト
ハ
、
唯
単
ニ
滅
失
其
モ
ノ
ヲ
意
味
ス
ル
ニ
非
ズ
シ
テ
、
滅
失
ノ
結
果
生
ズ
ル
損
害
ヲ
意
味
ス
。
而
シ
テ
其
損
害
ハ
比
場
合
唯
一
ニ
シ

テ
不
可
分
ナ
リ
。
故
－
一
本
条
ハ
二
重
売
買
ニ
之
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
不
可
能
ナ
リ
ト
論
決
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
何
ト
ナ
レ
バ
二
重
売
買
ノ
場

合
一
一
ハ
、
二
個
ノ
債
権
者
ア
リ
テ
、
唯
一
不
可
分
ノ
損
害
ヲ
二
個
ノ
債
権
者
ガ
負
担
ス
ル
コ
ト
ハ
不
可
能
ナ
レ
バ
ナ
リ
」
。

10 

神
戸
学
説
の
此
の
よ
う
な
論
理
に
つ
い
て
、
津
田
「
質
疑
」
は
以
下
の
よ
う
に
論
評
を
加
え
る
。

「
損
害
ハ
唯
一
不
可
分
ナ
リ
ト
言
フ
其
意
味
如
何
？
損
害
其
モ
ノ
ハ
仮
令
唯
一
不
可
分
ナ
リ
ト
ス
ル
モ
．
其
危
険
ヲ
二
人
ニ
テ
分
担
ス

ル
コ
ト
、
又
ハ
重
畳
的
一
一
之
ヲ
負
担
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ザ
ル
ベ
シ
。
此
点
神
戸
説
ノ
根
拠
ヲ
合
理
的
ニ
把
握
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
困
難
ナ
リ
．

夫
レ
ヨ
リ
モ
神
戸
説
ガ
結
論
ノ
妥
当
性
ヲ
比
較
シ
テ
、
其
優
レ
タ
ル
結
論
ヲ
選
択
シ
タ
ル
上
、
此
結
論
ニ
到
達
ス
ル
為
一
一
必
要
ナ
ル
概
念

（
損
害
ノ
唯
一
不
可
分
性
）
ヲ
発
見
、
構
成
シ
、
此
新
発
見
ノ
概
念
ヨ
リ
ノ
論
理
操
作
ヲ
経
テ
、
其
望
マ
シ
キ
結
論
（
債
務
者
主
義
）
ニ

到
達
ス
ル
手
法
つ
正
ニ
概
念
法
学
的
衣
装
ヲ
纏
ツ
テ
仮
装
ス
ル
目
的
論
的
法
学
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。
神
戸
学
説
ヲ
単
ナ
ル
古
キ
概
念
法
学
ノ

（

l
）
 

極
致
ト
評
価
ス
ル
コ
ト
ノ
不
当
ナ
ル
所
以
ヲ
、
明
－
一
示
ス
一
例
ナ
リ
」
。

津
田
「
質
疑
」
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
神
戸
学
説
は
、
二
重
売
買
の
危
険
負
担
が
債
権
者
主
義
で
な
く
債
務
者
主
義
に
よ

る
べ
き
理
由
と
し
て
、
二
つ
の
根
拠
を
あ
げ
る
。
そ
の
一
は
夫
々
の
主
義
を
適
用
し
た
結
果
の
何
れ
が
正
当
・
妥
当
・
良
好
で
あ
る

か
、
と
い
う
結
果
の
妥
当
性
で
あ
り
、
他
の
一
は
危
険
H
損
害
H
の
唯
一
不
可
分
性
と
い
う
「
概
念
」
か
ら
の
演
鐸
で
あ
る
。
こ
の

論
拠
相
互
の
関
係
こ
そ
が
、

ま
さ
し
く
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
津
田
「
質
疑
」
は
、
神
戸
説
に
お
い
て
は
、
第
一
の
根
拠
す
な
わ
ち

「
優
レ
タ
ル
結
論
」
が
ま
ず
選
択
さ
れ
、
そ
の
結
論
に
到
達
す
る
手
段
と
し
て
「
概
念
」
が
発
見
・
構
成
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
、
神

戸
学
説
は
「
概
念
法
学
的
衣
装
ヲ
纏
ッ
テ
仮
装
ス
ル
目
的
論
的
法
学
」

に
他
な
ら
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
神
戸
法
学
に
独



特
の
概
念
構
成
の
秘
密
を
解
く
一
つ
の
鍵
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）
こ
の
箇
所
は
、
筆
者
が
か
つ
て
助
手
時
代
に
津
田
先
生
よ
り
元
ノ
l
ト
を
拝
借
し
て
書
き
写
し
た
際
に
、
神
戸
学
説
の
論
拠
が
ど
う
し
て
も
了
解
で
き
ず
、
津

田
先
生
に
そ
の
意
味
を
お
尋
ね
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
「
質
疑
」
に
お
い
て
、
津
田
先
生
は
当
時
の
筆
者
の
幼
稚
な
質
問
に
対
し
て
懇
切
に
答
え
て
く
だ
さ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
津
田
「
質
疑
」
に
よ
れ
ば
「
二
重
売
買
ニ
於
ケ
ル
危
険
負
担
ノ
問
題
つ
之
ヲ
単
純
ニ
把
へ
テ
．
其
最
初
ノ
買
主
ガ
第
五
三
四
条
ノ
債
権
者
主
義

ニ
依
リ
、
目
的
物
滅
失
ノ
損
害
ヲ
負
担
シ
、
代
金
全
額
ヲ
支
払
フ
債
務
ヲ
負
ヒ
、
従
ッ
テ
最
初
ノ
売
買
ハ
其
当
事
者
双
方
ガ
債
務
ヲ
履
行
シ
テ
完
結
ス
ル
コ
ト
ト

ナ
リ
、
第
二
番
目
以
下
ノ
売
買
ニ
付
テ
ぺ
売
主
甲
ノ
責
ニ
帰
ス
ベ
キ
事
由
ニ
因
ル
履
行
不
能
（
二
重
売
買
ニ
於
テ
ぺ
売
主
ハ
初
ヨ
リ
、
其
買
主
ノ
一
人
ヲ
除

キ
、
其
他
ノ
買
主
－
一
対
シ
テ
ハ
履
行
不
能
ナ
ル
コ
ト
ヲ
予
メ
知
リ
ナ
ガ
ラ
、
敢
エ
テ
契
約
ヲ
為
シ
タ
ル
コ
ト
ガ
．
売
主
ノ
責
－
一
帰
ス
ベ
キ
事
由
ト
ナ
ル
）
ト
シ
テ

処
理
ス
レ
バ
可
ナ
ラ
ズ
ヤ
？
」
（
以
下
略
）
と
さ
れ
る
。

_L... 

ノ＼

さ
ら
に
具
体
的
論
点

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートについて

上
記
の
箇
所
ほ
ど
に
明
瞭
で
は
な
い
が
、
結
果
の
妥
当
性
と
い
う
観
点
を
抜
き
に
し
て
は
、
到
底
理
解
が
届
か
な
い
よ
う
な
神
戸

学
説
の
概
念
構
成
｜
｜
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
屡
々
概
念
法
学
の
極
致
と
評
価
さ
れ
て
い
る
｜
｜
の
例
は
、
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば

民
法
五
二
六
条
一
項
の
解
釈
を
め
ぐ
る
契
約
成
立
時
期
の
問
題
は
、
大
正
期
概
念
論
争
の
精
華
（
概
念
法
学
の
仇
花
？
）

と
も
い
う
べ

き
、
往
時
の
大
論
争
の
焦
点
で
あ
る
。
現
在
の
通
説
は
承
諾
発
信
原
則
説
に
落
ち
着
い
て
い
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
神
戸
学
説
は
承

諾
到
達
説
で
あ
る
。
神
戸
学
説
の
直
接
の
論
拠
は
、
民
法
五
二
六
条
が
契
約
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
民
法
九
七
条

は
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
規
定
だ
か
ら
、

（

l
）
 

こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

五
二
六
条
に
よ
っ
て
承
諾
と
い
う
意
思
表
示
の
効
力
が
左
右
さ
れ
る
筈
が
な
い
、
と
い
う

表
面
に
現
れ
た
こ
の
論
拠
だ
け
か
ら
昆
る
と
、
神
戸
学
説
は
「
契
約
」
と
「
意
思
表
示
」
と
い
う
概
念
規
定
を
い
さ
さ
か
杓
子
定
規

11 

に
使
い
分
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
、
契
約
と
意
思
表
示
の
効
力
を
連
絡
さ
せ
る
通
説
の
方
が
、

よ
り
巧
妙
な
、

し
か
も
実
用
的
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な
理
論
構
成
の
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
通
説
が
当
然
自
明
の
こ
と
と
し
て
載
然
と
分
け
る
申
込
と
承
諾
と
の
区
別
が
、
実

12 

際
の
日
常
生
活
で
は
さ
ほ
ど
に
明
快
な
も
の
で
は
な
い
。
申
込
に
つ
い
て
到
達
主
義
、
承
諾
に
つ
い
て
発
信
主
義
と
い
う
よ
う
に
区

別
し
て
扱
う
通
説
の
方
が
、
実
は
非
現
実
的
で
あ
っ
て
合
理
性
も
な
く
、
一
見
し
て
概
念
的
な
神
戸
学
説
の
方
が
、
申
込
者
と
承
諾

者
と
を
平
等
に
扱
う
点
で
、
実
用
的
で
あ
り
結
果
的
に
も
妥
当
な
の
で
あ
る
。
契
約
総
則
に
見
ら
れ
る
五
二
六
条
の
上
記
の
解
釈
は
、

本
講
義
ノ
l
ト
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
神
戸
先
生
が
、
「
双
方
ノ
条
文
ヲ
有
効
一
一
生
カ
シ
ナ
ガ
ラ
、
町
モ
之
ヲ

調
和
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
、
次
ノ
如
ク
解
ス
ル
ヲ
最
モ
立
法
者
ノ
意
思
－
一
適
合
ス
ル
モ
ノ
ト
言
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
傍
点
・
内
池
）
と
説

か
れ
て
い
る
の
は
、
神
戸
学
説
に
お
け
る
立
法
者
意
思
の
重
視
｜
立
法
者
意
思
実
現
の
た
め
の
概
念
構
成
ー
と
し
て
、
見
逃
せ
な
い

記
述
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
神
戸
学
説
の
特
色
を
な
す
意
思
表
示
の
合
致
論
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、

不
表
見
的
不
合
致
と
錯
誤
と
の
関
係
に
関
す
る

あ
の
複
雑
巧
微
な
理
論
の
出
発
点
を
な
す
の
は
、
言
葉
の
多
義
性
H
誤
解
性
H
と
い
う
極
め
て
日
常
的
な
一
一
一
日
語
現
象
で
あ
る
こ
と
が

（

3
）
 

注
目
さ
れ
て
よ
い
。
意
思
表
示
の
解
釈
に
つ
い
て
わ
が
国
の
通
説
｜
｜
客
観
的
表
示
説
ー
ー
が
看
過
し
て
い
る
言
葉
の
多
義
性
と
い

う
平
凡
な
事
実
の
着
実
な
観
察
を
土
台
と
し
て
、
神
戸
学
説
の
精
敏
な
合
意
論
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
理
論
の
堅
固
な

実
用
性
を
裏
づ
け
る
契
機
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

本
講
義
ノ

I
ト
に
お
い
て
は
、
神
戸
先
生
の
従
前
の
著
作
で
詳
論
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
簡
略
な
記
述
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

中
に
は
従
来
の
論
旨
を
更
に
進
展
あ
る
い
は
補
充
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
合
致
論
に
関
連
し
て
以
下
に
と
り
あ
げ

ト
thλ
ノ
。

本
講
義
ノ

I
ト

「
二
個
ノ
意
思
表
示
ノ
組
成
分
子
ノ
内
容
符
号
」

の
節
中
に
、
注
記
と
し
て
い
わ
く

「
契
約
ノ
意
思
表
示
ノ
合
致
ハ

a
ノ
意
思
ト

a
ノ
表
示
ト
ノ
合
致
、
b
ノ
意
思
ト
b
ノ
表
示
ト
ノ
合
致
、

a
ノ音山田山ト
b
ノ
t
E
回一山トノ



合
致
、

a
ノ
表
示
ト
b
ノ
表
示
ト
ノ
合
致
、
従
ッ
テ
又

a
ノ
意
思
ト
b
ノ
表
示
ト
ノ
合
致
、

六
個
ノ
合
致
ニ
付
キ
、
之
ヲ
検
討
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
」
。
（
傍
点
・
内
池
）

a
ノ
表
示
ト
b
の
意
思
ト
ノ
合
致
ナ
ル
合
計

す
な
わ
ち

a
b
二
人
の
当
事
者
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
二
個
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
、
夫
々
の
意
思
と
表
示
と
の
合
致
は
、
本
講

義
ノ
！
ト
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
全
部
で
六
個
あ
り
、
こ
れ
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

a
の
意
思
乃
I
l
l
i－
－

u

b
の
意
思

K
i
l
l－
－

ピ

b
の
表
示

a
の
表
示

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートについて

と
こ
ろ
が
以
前
の
「
契
約
総
則
」
の
説
明
で
は
、
「
双
方
ノ
内
心
的
効
果
意
思
ノ
符
号
及
ヒ
双
方
ノ
表
示
上
ノ
効
果
意
思
ノ
符
号
ヲ

（

5
）
 

必
要
ト
ス
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
図
式
化
す
れ
ば
、

a
の
意
田
仙
寸
l
i
l
l
1」

b
の
意
思
「
I
l
l
l
L
b
の
表
示

a
の
表
示

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
ち
ら
の
方
は
、

四
個
の
合
致
の
み
で
足
り
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
講
義
ノ

I
ト
に
明
示
さ

れ
て
い
る
中
央
で
ク
ロ
ス
す
る

a
の
意
思
と
b
の
表
示
、

b
の
意
思
と

a
の
表
示
と
い
う
こ
つ
の
合
致
が
、
「
契
約
総
則
」
の
記
述

で
は
明
瞭
で
な
い
。
契
約
総
則
に
い
う
四
個
の
合
致
が
存
在
す
れ
ば
、

ク
ロ
ス
す
る
二
つ
の
合
致
は
論
理
上
当
然
に
客
観
的
に
合
致

す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
合
致
の
検
討
は
無
意
味
に
な
り
そ
う
だ
が
、
講
義
ノ
i
ト
は
、
何
故
そ
の
検
討
を
要
求
す
る
の
か
。

13 
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あ
く
ま
で
も
推
測
の
域
を
で
な
い
け
れ
ど
も
、
筆
者
に
は
、
講
義
ノ
l
ト
で
附
加
さ
れ
た
二
個
の
合
致
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
を

14 

持
つ
も
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る

契
約
が
成
立
す
る
た
め
に
は
意
思
表
示
の
内
容
が
客
観
的
に
合
致
し
さ
え
す
れ
ば
良
く
、
当
事
者
が
合
意
の
存
在
を
知
る
必
要
が

な
い
（
従
っ
て
承
諾
が
相
手
方
に
到
達
す
る
必
要
も
な
い
て

と
い
う
の
が
通
説
の
主
張
で
あ
る
が
、
神
戸
学
説
は
こ
こ
で
も
常
識
的
な
結

論
を
優
先
さ
せ
（
通
説
か
ら
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
神
戸
学
説
の
方
が
非
常
識
な
の
で
あ
ろ
う
が
）
、
合
意
と
し
て
の
契
約
の
成
立
に
は
、
客
観

的
合
致
と
と
も
に
主
観
的
合
致
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
常
識
的
な
結
論
に
達
す
る
理
論
づ
け
が
か
な
り
に
厄
介

で
（
通
説
は
、
初
め
か
ら
こ
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
か
ら
簡
単
だ
が
て

客
観
的
合
致
が
如
何
な
る
経
路
を
経

神
戸
学
説
の
立
場
で
は

て
主
観
的
合
致
に
ま
で
連
結
す
る
の
か
、
客
観
的
事
実
と
主
観
的
意
識
と
の
連
絡
と
い
う
難
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
契
約

総
則
」
に
お
け
る
不
表
見
的
不
合
致
の
処
理
等
か
ら
見
て
、
神
戸
学
説
が
当
事
者
の
主
観
的
合
致
と
客
観
的
合
致
と
の
問
に
何
ら
か

の
連
絡
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
観
的
合
致
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
か
は
、
直
接

の
説
明
が
な
い
。
講
義
ノ
l
ト
に
見
ら
れ
る
、

b
の
表
示
と

a
の
意
思
、
そ
し
て

a
の
表
示
と
b
の
意
思
を
結
ぶ
二
つ
の
合
致
と
は
、

従
来
省
か
れ
て
い
た
こ
の
点
を
解
明
す
る
も
の
と
し
て
、
客
観
的
合
致
の
存
在
が
夫
々
相
手
方
の
表
示
を
通
じ
て
各
当
事
者
の
意
識

に
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
、
伝
達
経
路
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
も
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
客
観
的
四
個
の
合
致
が
主
観

的
二
個
の
合
致
に
至
る
動
態
的
過
程
を
、
こ
の
ク
ロ
ス
し
た
二
本
の
線
が
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
（
従
っ
て
こ
の
二
個
の
合
致
は
、
正

確
に
は
客
観
的
合
致
と
主
観
的
合
致
と
の
何
れ
に
も
属
し
な
い
、
両
合
致
を
結
び
つ
け
る
特
殊
な
合
致
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
四
個

の
客
観
的
合
致
の
検
討
は
、
合
致
・
不
合
致
あ
る
い
は
錯
誤
の
問
題
と
な
る
の
に
対
し
て
、
二
つ
の
ク
ロ
ス
す
る
合
致
の
検
討
は
、

主
観
的
合
致
の

成
否
あ
る
い
は
そ
の
成
立
時
期
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
。
要
す
る
に
、

」
の
二
つ
の
「
合
致
」
は
、
客
観
的
合
致
の
存
在
が
表
示

に
よ
る
伝
達
作
用
を
は
な
れ
て
偶
然
と
か
以
心
伝
心
に
意
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
当
事
者
間
の
合
意
が
、
夫
々
相
手
方
の



表
示
に
よ
り
、

か
つ
表
示
を
通
じ
て

l
g
R
S仏
含
吋
与
問
H

・5件
E口
問

l
a
a－
－

t

は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
示
唆
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
（
合
意
成
立
過
程
の
動
的
1

立
体
的
l
把
握
）
。

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートについて

（

1
）
契
約
総
則
二
七
五
以
下
。

（

2
）
前
掲
拙
稿
法
学
会
ニ
ュ
ー
ス
二
一
c

（3
）
向
上
。

（

4
）
前
掲
総
則
四
八
以
下
に
い
わ
ゆ
る
誤
解
性
あ
る
意
思
表
示
参
照
。

（5
）
向
上
三
七
。

（

6
）
多
義
性
の
あ
る
表
示
の
意
味
は
、
表
意
者
の
意
思
に
よ
り
定
ま
る
か
ら
、
不
表
見
的
合
致
・
不
合
致
は
、
主
観
的
合
致
が
客
観
的
合
致
に
影
響
す
る
こ
と
に
な

る。

（

7
）
本
ノ
l
ト
は
‘
意
思
表
示
の
客
観
的
合
致
の
研
究
に
つ
い
て
、
意
思
表
示
を
「
平
面
的
ニ
観
察
ス
ル
方
法
」
と
「
立
体
的
ニ
観
察
ス
ル
方
法
」
と
が
あ
る
と
し

て
、
前
者
は
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
状
態
の
観
察
で
あ
り
、
後
者
は
意
思
表
示
の
成
立
過
程
の
分
析
・
観
察
で
あ
る
と
す
る
。
ノ
ー
ト
本
文
で
は
、
こ
の
「
立

体
的
観
察
」
と
し
て
、
動
機
よ
り
表
示
に
い
た
る
意
思
表
示
の
各
組
成
分
子
の
符
合
を
取
り
上
げ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
注
記
に
お
い
て
意
思
と
表
示
の
六
個

の
合
致
を
問
題
と
す
る
と
き
、
問
題
は
、
個
々
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
の
「
立
体
的
観
察
」
を
離
れ
て
客
観
的
合
致
が
主
観
的
合
致
に
至
る
合
意
全
体
に
つ
い
て

の
「
立
体
的
観
察
」
に
移
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
戸
学
説
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
申
込
・
承
諾
と
も
に
到
達
を
必
要
な
も
の
と
解
す
る
か
ら
、
各

意
思
表
示
の
到
達
に
よ
っ
て
、
相
手
方
当
事
者
は
了
知
可
能
な
状
況
に
達
し
て
、
主
観
的
合
致
へ
の
経
路
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
契
約
総
則
」
の
五
二
六

条
解
釈
は
、
こ
れ
を
予
定
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

七

結

び

神
戸
学
説
が
難
解
で
あ
る
と
、

よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
と
く
に
「
契
約
解
除
論
」
そ
の
他
の
論
文
に
つ
い
て
そ
の
感

が
深
い
。
「
契
約
総
則
」
な
ど
も
特
に
注
釈
書
と
し
て
書
か
れ
た
故
か
、
簡
略
な
表
現
の
中
に
論
旨
が
極
度
に
圧
縮
さ
れ
て
い
て
、
こ

れ
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
事
実
、
著
名
な
文
献
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
神
戸
学
説
が
、

そ
の
重
要
な
論
点

15 
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に
つ
い
て
誤
解
・
誤
読
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。
こ
れ
は
神
戸
先
生
独
特
の
い
さ
さ
か
晦
渋
な
表
現
に
も
因
る
か
と
も
思

16 

わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
神
戸
学
説
の
難
し
さ
は
、
神
戸
学
説
が
依
っ
て
立
つ
現
実
の
生
活
関
係
が
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
事
実
に
も
よ
る

も
の
で
、
神
戸
学
説
そ
の
も
の
が
複
雑
怪
奇
な
わ
け
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
法
規
範
の
対
象
た
る
現
実
の
世
界
は
、
多
義
的
な

表
示
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
通
説
が
予
測
す
る
ほ
ど
に
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
錯
綜
し
た
現
実
生

活
の
苧
む
種
々
様
々
な
様
相
を
直
視
し
、
そ
こ
に
「
良
好
・
正
当
ナ
ル
結
果
」
を
求
め
な
が
ら
「
立
法
者
ノ
意
思
」
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
こ
と
が
神
戸
学
説
に
お
け
る
理
論
構
築
の
目
標
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
の
形
成
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
理
解
も
ま
た
困
難
な
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
神
戸
学
説
を
難
解
な

も
の
と
す
る
最
大
の
理
由
は
、
神
戸
学
説
が
過
去
の
概
念
法
学
で
し
か
な
か
っ
た
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
る
先
入
主

で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
古
い
講
義
ノ

l
ト
が
今
現
在
の
時
期
に
公
刊
さ
れ
る
べ
き
意
義
は
、

そ
の
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る。
最
後
に
一
一
一
A
H

附
ニ
一
一
目
し
て
、
こ
の
小
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

津
田
先
生
は
、
本
ノ

l
ト
冒
頭
に
「
之
は
｜
｜
所
謂
『
神
戸
法
学
限
歳
随
聞
記
』
で
あ
り
云
々
」
と
注
記
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ

は
先
生
一
流
の
ユ
ー
モ
ア
で
、

一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
道
元
語
録
「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
よ
り
比
喰
援
引
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
前

に
先
生
よ
り
会
社
法
の
誠
義
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
は
、

心
に
響
く
一
句
で
あ
る
。
本
ノ
l
ト
に
お
け
る
神
戸
学
説
の
津
田
先
生
に

よ
る
承
継
の
意
義
を
、
津
田
先
生
ご
白
身
の
か
つ
て
の
会
社
法
講
義
の
中
の
次
の
一
節
か
ら
推
察
で
き
よ
う
か
。

「
夫
れ
に
つ
け
て
も
、
思
い
起
こ
す
の
は
、
例
の
『
正
法
限
蔵
随
聞
記
』
と
言
う
書
物
の
中
の
一
節
に
出
て
く
る
次
の
様
な
文
章
で
あ
り

ま
す
。

『
学
道
の
人
は
自
解
を
執
す
る
こ
と
な
か
れ
。
設
ひ
会
す
る
所
ろ
あ
り
と
も
、
若
し
亦
決
定
よ
か
ら
ざ
る
事
も
や
あ
ら
ん
。
亦
是
よ
り
も



よ
き
義
も
や
あ
ら
ん
と
忠
ふ
て
、
広
く
知
識
を
も
訪
ひ
、
先
人
の
一
一
コ
口
を
も
尋
ぬ
ぺ
き
な
り
。
亦
先
人
の
言
な
り
と
も
、
か
た
く
執
す
る
事

な
か
れ
。
若
し
是
も
あ
し
く
も
ゃ
あ
る
ら
ん
。
信
ず
る
に
つ
け
て
も
と
忠
て
、
次
第
に
す
ぐ
れ
た
る
事
あ
ら
ば
其
れ
に
つ
く
べ
き
な
り
。
』

と
言
う
部
分
で
あ
り
ま
す
。
其
の
初
の
学
道
の
人
と
言
う
の
は
、
道
を
学
ぶ
人
と
書
き
ま
す
が
、
其
の
道
と
云
う
の
は
、
無
論
、
弦
で
は

仏
道
の
こ
と
、
釈
尊
の
悟
を
説
か
れ
た
仏
法
の
こ
と
で
す
が
、
之
は
何
も
仏
法
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
学
問
で
も
芸
術
で
も
皆
、

同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
我
々
の
商
法
を
学
ぶ
の
で
も
宜
し
い
。
商
法
も
正
法
も
修
業
の
態
度
に
は
変
り
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

其
の
学
道
の
人
は
自
分
の
見
解
に
悶
執
し
て
は
な
ら
な
い
。
仮
令
、
判
っ
た
積
り
で
居
て
も
、
或
は
又
、
定
め
し
正
し
く
な
い
点
も
あ
る

か
も
知
れ
な
い
。
又
、
も
っ
と
上
手
な
考
え
方
、
説
き
方
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
て
、
広
く
知
識
を
探
り
求
め
、
先
輩
、
昔
の
人

の
言
っ
た
こ
と
を
も
尋
ね
る
べ
き
で
あ
る
。
又
、
昔
の
人
の
言
っ
た
言
葉
で
も
、
其
に
同
執
し
て
は
な
ら
な
い
。
或
は
之
も
間
違
っ
て
居

る
か
も
知
れ
な
い
。
信
ず
る
に
足
る
だ
け
の
も
の
に
し
よ
う
と
思
っ
て
、
段
々
と
、
優
れ
た
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
夫
れ
を
採
入
れ
て
ゆ

く
べ
き
で
あ
る
。
と
云
う
様
な
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
常
に
未
熟
乍
ら
、
此
の
心
掛
け
だ
け
は
忘
れ
な
い
様
に
し
て

い
た
レ
と
｜
｜
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
｜
｜
思
っ
て
居
り
ま
す
。
」
（
津
田
利
治
・
「
会
社
法
以
前
」
序
文
よ
り
）

神戸寅次郎先生講述民法講義ノートにつし、て
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